
■ 懇談会でのご意見・ ご回答【 箱崎白浜 平成 2 4 年 6 月 7 日開催】  

ご  意 見 ご  回 答 

災害危険区域になれば土地や建物は買い上げても ら え る

のか。  

住んでいた土地は買上げになる 。 倉庫、 作業場等は買い上げる こ と ができ

ない。  

新設道路が幅が確保さ れて、今の道路だけが狭いま ま や行

き止ま り など 、避難に支障と なり そ う な幅なら ど う なる の

か。  

こ れから の計画で、 避難についても計画し て、 配慮し ていき たい。  

要ら ない土地は、 買い上げても ら える のか。  要ら ないと いう だけの理由では買い上げら れない。  

防潮堤の用地はど こ ま でが範囲か。  （ 県・ 水産担当者回答） こ れから 設計のため、 決ま っ ていない。  

 

自分の高台にある土地に家を建てる ための造成を し たが、

道路がなく 不便なため、 そ こ ま で道路が来るのか。  

一連で整備を考えるので、 待っ ていていただき たい。  

電気・ 水道等の引き込み整備は市で行う のか。  一連の整備の中なら 事業ででき る が、 先に個人で造成し た場合は引き込み

も個人負担になる 。  

災害公営住宅の申し 込みは、 測量後になるのか。  測量の進捗に関わら ず、 市で申し 込み方法など が決ま り 次第になる 。  

進捗が無いよ う に見える 。  今回測量業務が発注さ れて動き出し ま し た 。 こ れから 詳細な設計を詰めて

いき ま す。  

港の東側に段差ができ る 。水が溜ま っ てし ま う と こ ろ も一

緒に整備できないか。  

（ 県・ 水産担当者回答） 民地は整備できない。  

 
 


